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循環経済への移行に向けた国際的な動き

循環経済の取組が加速化し、製品への再生材利用義務化などの制度・規制等も次々と導入。
End of Life Vehicles規制案(2025/12/11)：新車製造にプラスチック再生材の適用義務化

15％（施行後6年後） → 25％（施行後10年後） うち20％は自動車→自動車
重要鉱物のサプライチェーン強靱化を念頭に、EU域内での資源循環を強化。

EU

世界的な企業の中ではブランド価値向上の観点から再生材を利用する動きが加速。

自社製品の回収を進めることで、自社サプライチェーン内での再生材の資源循環を強化。

グローバル企業

●2024年、資源循環を推進する官民出資の中国資源循環集団を設立。

●これにより、国家レベルの資源回収・再利用プラットフォームを構築。

中国

2023年、民間企業の行動指針である「循環経済及び資源効率性原則（CEREP）」を策定。

2025年、「重要鉱物行動計画」を採択。リサイクルの多角化、国内実施も行動の1つに位置付け。
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資源循環・廃棄物リサイクル政策の歴史的な流れ

適正処理
（環境保全＋公衆衛生）

品目ごとの適正処理・リサイクル

1970 廃棄物処理法

1991 資源有効利用促進法

1995 容器包装リサイクル法
1998 家電リサイクル法
2000 建設リサイクル法
2000 食品リサイクル法
2002 自動車リサイクル法
2013 小型家電リサイクル法
2018 シップリサイクル法

太陽光パネル・リサイクル

見直し議論中
不適正ヤード/災害廃棄物/PCB

見直し議論中

検討中

見直し議論中

見直し議論中

2021 プラスチック資源循環法
2024 再資源化事業等高度化法

2025 資源有効利用促進法（改正）
素材リサイクル・分野問わない動静脈連携

更に大規模な資源循環の実現へ
地域など面的に見た資源循環の実現/大規模かつ高度な再生資源の拠点ネットワーク構築/

様々な主体の連携（動静脈、産官学金…）

最近の政策動向



5

循環経済に関する関係閣僚会議

2024年７月30日 第１回
・第五次循環型社会形成推進基本計画案

～循環経済を国家戦略に～

2024年12月27日 第２回
・「循環経済への移行加速化パッケージ」を会議決定

会議構成員
議長 ：内閣官房長官
副議長：経済産業大臣、環境大臣
構成員：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、

内閣府特命担当大臣(地方創生) 、
農林水産大臣、国土交通大臣

国内外一体の高度な資源循環ネットワークの構築
資源循環市場の創出拡大に向けた国内外のルール形成

地域の循環資源を生かした豊かな暮らしと地域の実現
資源循環自治体フォーラムの創設など
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資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築

国内資源循環の現状イメージ 資源循環ネットワークと拠点のイメージ

高品位の再生材の流通量拡大に向け、資源循環産業と製造業を繋ぐネットワーク形成や拠点
構築が必要。
主要な循環資源を対象として、課題やニーズの洗い出し・課題解決策検討をケーススタディ

プラスチック、鉄スクラップ、アルミスクラップ、銅スクラップ、 e-scrap、有機系廃棄物（廃食用
油等）、自動車、リチウムイオン電池、太陽光パネル、風力発電設備など。



実証ステージ検討ステージ

再資源化ビジネスの創出

全都道府県・市町村からなる「資源循環自治体フォーラム」を活用した自治体・企業・スタートアップ等のマッチングや、これと連携したビジョン
作成、モデル実証、中核人材育成、技術実証・設備投資の促進、市町村の施設整備等の支援を通じ、資源循環ビジネス創出を支援する。

50自治体
公募

自治体CE診断 / ビジョン・モデル作成

・ 現状把握
・ ポテンシャル
・ 改善提案

CEガイダンスの提供

CEビジョンの策定

・ 持続可能な地域社会
・ 安心で豊かなくらし
・ 活力ある産業と経済

中核人材養成プログラム
・プロジェクトマネージャーの役割
・地域課題の整理、分析方法
・地域情報の把握方法
・効果的な広報戦略

支援ツールの整備

効果算定

モデル実証事業
地域課題にCEの取組でアプローチする

循環型ビジネスモデル構築実証事業を創出。

【地域の主な課題】
・地域経済の衰退
・地域コミュニティの希薄化
・廃棄物処理コストの負担
・森林資源の荒廃

【CEの取組】
・省資源・廃棄物の発生抑制
・製品等の長期使用・有効利用
・資源の循環利用・再生利用
・再生可能資源の利用

（例）地域課題である放置竹林の問題を解決するため、竹を主材料とした魅力
的な商品の製造、販売を実施。製造工場では、地域の人材の雇用を創出。
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類型別

支援企業
公募

プレイヤー

14自治体
公募
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• 廃棄物処理法における各種許可手続きを不要とする等の特例

＜➀事業形態の高度化＞ ＜③再資源化工程の高度化＞
製造側が必要とする質・量の再生
材を確保するため、広域的な分別
収集・再資源化の事業を促進

＜②分離・回収技術の高度化＞
再生材を回収する分離・回収技術
の高度化に係る施設設置を促進

温室効果ガス削減効果を高めるた
めの高効率な設備導入等を促進

例：AIを活用した高効率資源循環例：太陽光パネルのガラスと金属の完全リサイクル例：ペットボトルの水平リサイクル
画像出典：PETボトルリサイクル年次報告書2023 (PETボトルリサイクル推進協議会) 画像出典：太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン 画像出典：産業廃棄物処理におけるAI・IoT等の導入事例集

2025年11月21日 全面施行

再生材の質と量の確保と脱炭素化等の取組を加速化し、資源循環産業のさらなる発展を後押し

基本方針 高度化に向けた判断の基準

再資源化事業等の高度化の促進（３つの環境大臣認定制度）

実施状況の報告・公表

資源循環産業・事業者全体の底上げ

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
令和６年５月29日公布
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自動車向け再生プラスチック市場構築のための産官学コンソーシアム

我が国独自の自動車向け再生プラ利用拡大を実現するため、自動車産業と資源循環
業が一堂に会した産官学連携コンソーシアム。経済産業省と連携し、2024年11月
20日に立ち上げ。
25年3月末に「アクションプラン」を取りまとめ。

• ビジョン「我が国がグローバルな資源循環ビジネスを牽引」
• 自動車向け再生プラスチック等供給量の段階的な目標（自動車→自動車、自動

車以外→自動車）

地域でも様々な動静脈連携
の可能性

①消費者のリユース取組の促進

②リユース市場の拡大に向けた需要創出

③リユース事業の信頼性の向上

④リユース促進に向けた基盤づくり

リユース月間の設定、リユース促進キャンペーンの実施、リユースのメリット等の発信・教育促進

リユース先行自治体(仮)の選定等

付加価値が高く、消費者が利用しやすい形のビジネスモデル実証事業

優良事業者ガイドラインの策定 等

リユースに伴う環境負荷低減効果の算定事例集の作成

関係法令やリユース品の海外での取り扱いなど、国内外のリユースに係る重点調査、手引きの策定等

リユースの促進

2026 2030年度 2040年度

「ロードマップの方向性」として整理
（短期、中期）

グリーン購入法：基本方針見直しの中でリユース基準の拡充について検討 等

必
要
に
応
じ
て
追
加
の
取
組
・
対
応
の
強
化

を
検
討

適
正
な
リ
ユ
ー
ス
市
場
の
創
出

リ
ユ
ー
ス
の
裾
野
の
拡
大

リ
ユ
ー
ス
を
「
当
た
り
前
」
に

目指すべき将来像
（長期）

リユース促進に向けた懇談会（2025年 浅尾環境大臣が関係者と意見交換）
使用済製品のリユースの促進に係る検討会（2024年度、2025年度）
2025年度内に、リユース等の促進に関するロードマップを策定予定。

RMイメージ

10
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食品ロス削減、サステナブルファッション、使用済おむつリサイクルの推進

①食品ロス削減

将来像
2000年度比で2030年度まで
に食品ロス半減目標の早期達成

取組
地域の取組の強化

消費者等の効果的な
行動変容の促進

②サステナブルファッション推進

将来像
2020年度比で2030年度ま
でに家庭から廃棄される衣類の
量を25％削減

取組
循環型ファッション推進に向けた
使用済み衣類回収システムの
構築

循環型ファッションシステム
構築に係る取組強化

消費者への啓発や情報発信

③使用済み紙おむつの
リサイクル推進

将来像
2030年度までに紙おむつリサ
イクルの実施･検討を行った自
治体を150に

取組
使用済み紙おむつのリサイクル
に関する知見の整理・発信

使用済み紙おむつのリサイクル
に関する自治体への直接支援

（事業系食品ロスは新たに掲げた60％削減目標の達成）
（2023年度調査では78自治体）

12

参考資料

九州地方における資源循環事例
令和８年度予算概要



プラスチック再商品化事例（佐賀県江北町：33条 再商品化計画に基づき再商品化を行う方法）
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人 口：9,558人
(R8.8.31時点)

・農業が盛ん
（水田農業、野菜、畜産業など）

・国道やJR線の分岐があり、交通
の要所となっている

プラスチック再商品化への経緯
江北町では、以前より容リ協ルートを活用した容器包装プラスチックの回収を実施。

しかし、令和４年の新プラ法の施行を機会に、地球規模で問題となっている気候変動や
環境汚染の抑制を目指し、製品プラスチックのリサイクルを行うべきと判断。

令和４年度以降、容器包装プラスチックと製品プラスチックの両方のリサイクルに取り組む
べく、プラスチック廃棄物の一括回収を目指すこととした。

令和６年度、再商品化計画の認定。令和７年度より回収開始。

回収
方 法：容器包装プラスチック、製品プラスチックの一括回収（ステーション方式）
頻 度：２回／月（３ｔ塵芥車２台）
中間処理：中間処理を含む再商品化計画のため、再商品化事業者にて実施。

課題
住民の理解と協力が必要。排出の容易さ・排出のわかりやすさなど配慮。

→一括回収にすることの方が、わかりやすいと判断。
容リプラのみの回収時と比較して、禁忌品の混入の可能性が増加。
一括回収により、容リ法、プラ法の２つの制度を活用するため煩雑化、など

こ う ほ く

江北町 基礎情報

手作業による分別作業

容器包装プラスチック

製品プラスチック

体重計を使った計量

【食品廃棄ゼロエリア創出】食品廃棄ゼロスクールモデル事業（福岡市）

詳細は：環境省「食品ロスポータルサイト」
（https://www.env.go.jp/recycle/foodloss）

○小学校給食から発生する食品廃棄物（現状は焼却処理）をゼロにするため、モデル校において食品
ロス削減の取組み、調理くずの堆肥化、食品廃棄物のメタン化による資源化を試行。

○食品ロス削減と堆肥化による児童の環境意識向上の効果を確認できたため、実施校拡大に取り組む。
○メタン化については収集運搬に課題があるため、他の食品廃棄物排出事業者を含む効率的な収集

ルートの構築に向け引き続き検討。

事業の全体像 取組の様子

②フードドライブの実践で
寄付いただいた食品

①食品ロスに関する出前授業

モデル校（市立小学校4校）の協力のもと、小学校での堆肥化講座
等のノウハウを持つふくおか環境財団と連携し、給食から発生する
食品廃棄物ゼロに向けた様々な取組みを試行。

④分別された給食の生ごみ
（メタン化施設へ収集運搬）

③児童による調理くずの
堆肥化

福岡市環境局

全体調整、効果・課題の検証 等 効率的な収集手法の検証 等

（公財）ふくおか環境財団

市立小学校４校

○ 食品ロスに関する出前授業

○ メタン化施設への収集運搬

○ フードドライブの実践

○ 堆肥化講座の実施

○ 調理くず堆肥化のサポート

○ メタン化施設の見学

○ 児童による調理くず堆肥化

○ 給食の生ごみを分別

14



15

令和７年度補正予算
令和８年度当初予算（案）

16

環境省 令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案
～ サーキュラーエコノミー ～

１－１. 環境政策を通じた経済の持続的成長と豊かな生活環境の実現
・経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援
（太陽光パネル、リチウムイオン電池等の再資源化設備補助を含む）
・太陽光パネルの再資源化促進のための環境整備
・資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業
・自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業費
・再資源化事業等高度化法の活用による事業者間連携の推進
・企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進

１－２. 地域資源の付加価値創出による活力ある地方の実現
・資源循環自治体フォーラム開催や地域から排出される資源性廃棄物（金属、プラ等の複合素材等）の再
資源化による資源循環ビジネスの促進

・資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業（同上）
・地域共生型廃棄物発電等導入促進事業
・リユースの促進、食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環等によ
る循環型社会の実現に向けた支援

・SAF の供給拡大に向けた資源循環の促進

１－４. 環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国際競争力の強化とグローバルサウスとの更なる連携
・企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進（再掲）
・ASEAN 等と連携した E-scrap 等の国際金属資源循環の構築
・経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援
（太陽光パネル、リチウムイオン電池等の再資源化設備補助を含む）（同上）
・リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等総合対策
・スクラップ等を取扱う不適正なヤード対策の推進

実証支援設備補助
実証支援設備補助

実証支援
設備補助

実証支援設備補助
実証支援

実証支援
実証支援設備補助

実証支援設備補助

設備補助

実証支援設備補助
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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

お問合せ先：

経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援

間接補助事業（補助率１／３，１／２）・委託事業

資源循環産業から製造業に安定的な質・量の再生材（レアメタル・レアアース
をはじめとした重要な金属資源等）を供給するためのサプライチェーン上の各
種拠点（保管、解体・選別、再生材製造等）に係る設備の集約化・高度化を行
うための関連インフラ導入や実証事業の支援を行う。

① 先進的な資源循環投資促進事業（経済産業省連携事業）
② プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化

設備導入等促進事業
③ 脱炭素型循環経済システム構築促進事業
④ 製造業・資源循環産業の連携及び高度リサイクルを通じた高品質再生材供給

実証事業
⑤ 再生材供給サプライチェーン構築支援事業

我が国製造業はサプライチェーン途絶リスクにさらされており、国内外での循環資源の回収拡大と再資源化を通じた製造業
への供給強化（動静脈連携）による再生材供給サプライチェーンの強靭化は、経済安全保障に直結。そのため、本事業によ
る投資促進支援を通じて、再生材供給サプライチェーンの各機能を全国で強化していく。

再資源化に係る関連施設や循環資源の回収量拡大に向けた物流関連施設への投資促進や実証事業を行います。

【令和８年度予算（案） 37,900百万円（23,280百万円）】

【令和７年度補正予算額 3,100百万円】

民間事業者・団体、大学、研究機関等

令和５年度～

■委託先・補助対象

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環ビジネス推進室 電話：03-6206-1875

再生材製造設備保管設備

再生材供給
サプライチェーン
構築のイメージ

大型破砕設備

製造業へ 排出

保管

リサイクル

解体・選別

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

太陽光パネルの再資源化促進のための環境整備

事業イメージ

請負事業、委託事業、
間接補助事業（補助率１／３，１／２）

太陽光パネルのリサイクルを促進するための環境整備を進めます。

民間事業者・団体、研究機関

平成19年度～令和９年度（予定）

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：03-6206-1871

■請負先・委託先・補助対象

① 脱炭素型循環経済システム構築促進事業

太陽光パネルの重量の約６割を占めているガラスについて、動静脈連携を通じ

た水平リサイクル技術の確立を目的とした実証を行う。

② 資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業

太陽光パネルのリサイクル推進に向けて、再生材供給サプライチェーンの強靭

化を目指すにあたっての課題やニーズの洗い出しを行う。

③ リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業

太陽光発電設備等の大量廃棄に備え、制度的対応を含めた各種対策に必要な調

査・検討を行う。

（以下事業を別途計上）

※ プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設

備導入等促進事業

国内資源循環体制構築に向けて、太陽光パネル等の再エネ関連製品の再資源化

を行うリサイクル設備等の導入を支援する。

①(※) 太陽光パネル等の再エネ関連製品をリサイクルする体制を確保し、脱炭素社会と循環経済への移行を推進する。
② 資源循環ネットワークの形成や拠点の戦略的構築を通じた、効率的なリサイクル体制の確保を図る。
③ 太陽光パネル等の未利用資源のリサイクルの高度化・効率化のために必要な調査を行うことにより、資源の有効利用の最大化

と施策展開の効率化を図る。

【令和８年度予算（案） 2,132百万円の内数（871百万円の内数）】

【令和７年度補正予算 476百万円の内数】

太陽光パネルリサイクル設備資源循環ネットワーク形成及び
拠点の戦略的構築



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業

事業イメージ

請負事業・委託事業

①資源循環ネットワーク形成及び再生材製造拠点の戦略的構築に関する調査及び実証事業

• 戦略検討・ケーススタディ：再生材供給サプライチェーン強靭化のケーススタディ

（レアメタル等）を通じた課題等の洗い出し、新たな施策の検討を行う。

• 資源回収実証：また、広域的な資源回収における効果的な回収方法及びトレーサビリ

ティ確保による資源やリスク管理のあり方を検討するモデル実証・評価検討を行う。

②製造業・資源循環産業の連携及び高度リサイクルを通じた高品質再生材供給実証事業

• 高品質再生材製造実証：製造業・資源循環産業の協業による、すり合わせを通じた、

精緻解体や高度選別などの技術的な実証を行う。（Ex.鉄スクラップ）

• 設備の大規模・集約化実証：複数の循環資源を扱う再生材製造施設の大規模・集約化

を通じ、製造業へまとまった量の素材（金属・プラなど）を確保するための実証を行

う。また、金属スクラップなど適正ルートでの回収量を拡大するため、有害性を持つ

循環資源について、適正処理指針の適用について実証を行う。

小規模分散化している国内の資源循環産業においては、動静脈物流の分断や、質・量両面での再生材の需給の調整が進

んでいないこと、不適正ヤードからの海外流出ルートの存在など公正な競争条件の未整備であることなどから、大規

模・集約化へのインセンティブが十分に働いていない。本事業は、再生材供給サプライチェーン強靱化を目的として、

循環資源のリサイクルのためのネットワーク（物流や動静脈連携）形成及び大規模・集約的な再生材製造施設の構築に

向けた調査や実証を行うものである。

再生材供給のサプライチェーン強靭化を通じた再生材の高品質化・供給量の安定化を目指します。

【令和８年度予算（案） 1,020百万円（新規）】

【令和７年度補正予算額 376百万円】

民間事業者・団体

令和８年度（予定）

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環ビジネス推進室 電話：03-6206-1875

■請負先

資源循環ネットワークの
形成及び再生材製造拠点
の戦略的構築のイメージ

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

お問合せ先：

自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業費（経済産業省連携事業）

請負事業、間接補助事業

１．自動車における再生材市場構築のための産官学連携による調査等

① 自動車における再生材市場構築のための調査

② 再生プラスチック供給ポテンシャルの評価

２．廃自動車からのプラスチック回収促進事業

③ プラスチック回収量拡大・輸送効率向上のための破砕設備導入支援

３．高品質な再生材の供給促進事業

④ 再生材の品質評価のための物性・懸念化学物質等の分析装置導入支援

循環経済への移行に向け、産官学で一致団結し、国内における再生材市場構築を進めます。

【令和７年度補正予算額 500百万円】

民間事業者・団体

令和７年度

■請負先・補助対象/

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環制度推進室 電話：03-6205-4946

2023年7月に提案された欧州のELV（廃自動車）規則案、バッテリー規則などの国際的変化に対応しながら、質の高い再生
材の供給を拡大・安定していくことは、循環経済への移行を国家戦略として掲げている我が国にとって重要である。本事業
では、自動車における再生プラスチックの供給拡大・安定と再生材市場構築に向け、産官学で連携し、サプライチェーンを
通じた課題に対応する。

再生材原料 再生材製造 再生材利用

廃自動車

その他製
品

リサイ
クル

自動車産
業事業④：

品質評価
のための
分析装置
導入

事業③：
解体工程

プラ破砕機
導入支援

分別回収

事業①：自動車における再生材市場構築のための調査

破砕機 分析装置

産官学連携

事業②：再生プラスチック供給ポテンシャルの評価



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

再資源化事業等高度化推進事業

事業イメージ

民間事業者・団体等

高度再資源化事業計画等における認定審査等業務

① 高度再資源化事業計画等に係る認定審査業務

② 廃棄物処分業者等における施行状況調査

再資源化情報報告・公表システム維持管理等業務

① 再資源化情報報告・公表システムの維持管理等業務

再資源化に係る動静脈連携による資源循環情報活用推進費

① 優良産廃処理業者の更なる成長のための情報発信強化

② 産業廃棄物処理業の健全でクリーンな成長のための支援事業

③ 電子マニフェスト普及啓発事業等

資源循環を進めていくため、再資源化事業等高度化法に基づき、製造側が必要とする質と量の再生材が確実に供給されるよ

うにするとともに、資源循環産業の発展を目指す。

再資源化事業等高度化法に基づき、再生材の質と量を確保し、経済成長、地方創生、経済安全保障につなげます。

【令和８年度予算（案） 261百万円（233百万円）】

【令和７年度補正予算額 82百万円】

令和６年度～

■委託先

お問合せ先：環境省 環境再生・資源循環局資源循環課 電話：03-6206-1871、 廃棄物規制担当参事官室 03-6206-1796

請負事業

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進

事業イメージ

１：請負事業 ２：拠出金

1. 国際的な循環経済に関する国際合意形成・ルール形成の推進等

G7、G20、OECD、UNEA（国連環境総会）等の国際的な循環政策やルールに関する議論や合意形

成をリードし、我が国の知見の共有及び国益を確保を図る。特に、G7広島サミットで承認された

「循環経済及び資源効率性原則」に基づく循環経済の政策的議論を主導しつつ、同原則５に盛り込

まれた循環性に関する企業の情報開示や指標の基準策定・国際協力等の議論を、G7やUNEA等を巻

き込みつつ推進する。

２. 持続可能な開発のための経済人会議（WBCSD）への拠出金

WBCSDはこれまで企業レベルの循環性指標（Circular Transition Indicators）を開発し、循環経

済のISO規格に反映されるなど、循環経済の基準策定に大きな影響力を有する。WBCSDが主導し

て民間企業の循環経済の取組を促進するための「グローバル循環プロトコル（GCP）」を2025年

11月にCOP30で公表した。環境省はWBCSDと2024年に協力覚書を締結し、GCPの開発・公表に

貢献した。環境省は、GCPを将来的な企業の循環性評価のグローバルスタンダードとして国際ルー

ル形成を主導すべく、 既に予定されているGCPのアップデートや開発を予定しているセクター向け

ガイダンスへ貢献するため、WBCSDへ資金拠出し、我が国からのインプットを強化する。

• 資源循環に関する指標や情報開示は、製品・サービスの競争力や企業の評価等に密接に関連するものの、気候変動のように国際的
に確立されたルールが存在しない。一方、EUを中心に独自に個別の製品の規制や情報開示義務化等が進められており、日本企業
もその都度規制対応を迫られるとともに、ルールの乱立も懸念されている。

• G7広島サミットで承認された「循環経済及び資源効率性原則」に基づき、 2025年11月にCOP30で公表された企業の循環性情
報開示スキームやそのベースとなる指標開発を含むグローバル循環プロトコル（GCP）の改善等へ貢献し、 G7や国連機関を巻き
込み、我が国の国益に資する国際標準化を進める。

資源循環分野の国際的な議論やルール形成をリードし、循環性情報開示スキームや指標等の国際標準化を進める

【令和８年度予算（案） 115百万円（113百万円）】

国際機関等

平成21年度～

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 電話：03-5521-8336

■請負先／拠出先
グローバルスタンダードの確立
日本企業の国際競争力の維持・強化

グローバル循環プロトコル
（GCP）の開発・更新

環境省

GCP開発に関して協力
・協力覚書締結
・策定作業部会への参画
・日本企業の参画を促進

拠出金

資源循環に関する情報開示や指標について、
国際的に確立されたルールが存在しない

WBCSD

現状

国際場裡における合意形成や活動
G7 UNEP 国際資源パネル

循環性情報開示スキームを含む
グローバル循環プロトコルの開発

2025年11月に
初版を公表
その後、アップデー
トやセクター別ガイ
ダンスを開発予定



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 
＜地域の資源循環促進支援事業＞

① 資源循環自治体フォーラム等を通じた資源循環のビジネス創出支援
「資源循環自治体フォーラム」全国７地域での開催と、平時においては地方環境事務所による支援やデジ

タル環境の活用を通じて、国・自治体・企業・スタートアップ等の関係主体が連携・交流する機会を創出し、
地域の課題に即した意見交換、事業者紹介、マッチング、事業化支援等を実施する。

② 自治体資源循環診断、ビジョンの作成及びフォローアップ支援
マイスターが参画し、アンケートやデータから再生可能資源の実態や推進体制等を把握し、資源循環のポ

テンシャル等を診断。診断結果から地域特性に応じた有望分野・施策を特定、地域メリットを提示し、地域
課題解決に資源循環を取り入れたビジョンを作成。作成後は新規実証事業化に向けたフォローアップを行う。

③ 循環型ビジネスモデル実証事業の実施及びフォローアップ支援
マイスターが参画し、地域の廃棄物の資源化を目的として、全国７地域で4類型（地域経済型・地域コ

ミュニティ型・地域資源活用型・廃棄物処理コスト削減型）の実証事業を実施。実証後は、事業の持続的な
運営を見据え、モデルの定着・拡大に向けた、フォローアップを行う。

＜地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業＞
④ 地域資源の活用に向けた調査・モデル実証事業

廃家具等の複合系、建設廃棄物等の土石系、カーオイル等の化石系、SAF原料等のバイオマス系等の再資
源化が困難な物について、地域特性に応じた資源循環ルート構築を目指し、技術導入や再資源化に係る技術
的可能性や事業性の調査、試行的な販売実証等を支援する。

⑤ 地域資源の活用に向けた再資源化のための技術実証・設備導入支援
焼却・埋立てされる再資源化困難物について、製造・小売業とリサイクル事業者等の連携により再資源化

を図り、再生材を地域に一定量供給する重点分野に対し、技術実証や選別・再資源化設備の導入を支援する。

資源循環自治体フォーラム開催や地域から排出される資源性廃棄物（金属、プラ等の複合素材等）の
再資源化による資源循環ビジネスの促進

事業イメージ

①②③請負事業、④⑤請負事業、間接補助事業（補助率1/3、1/2）

全国７地域で開催する「資源循環自治体フォーラム」等を通じて、関係主体の連携・交流の促進を図り、地域の資源循環の基盤強化と事業創出に向けた機
運を醸成する。地域での事業化を志向する自治体には、先進事例に取り組むマイスターが資源循環に関する現状評価やポテンシャル診断を行い、地域特性に
応じたビジョンの作成、モデル実証事業の実施、創出されたビジネスの実装に向けたフォローアップを通じて伴走支援を行うとともに、中核人材の育成も図
る。

また、地域資源の活用を促進するため、地域で排出され、焼却・埋立てされている複合素材（金属・木材・プラスチック等）、廃油、建設廃棄物、SAF原料
などの資源性廃棄物について、回収・選別・再資源化のための技術実証や設備投資を支援し、全国的な循環経済への移行を促進する。

地域の循環資源を活かした持続可能な経済・社会の形成に向け、資源循環に係る自治体取組のビジョンから事業化までの包括的な
支援と再資源化困難物の循環利用を支援し、地域発の循環型ビジネスの創出と全国展開を促進します。

民間事業者・団体等

①②③令和７年度～令和９年度、④⑤令和７年度

■請負先・補助対象

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：①②③ 03-6206-1874、④⑤03-6206-1871

資源循環自治体フォーラム

自治体診断・ビジョン作成
循環型ビジネスモデルの

実証事業

全国7地域で開催。先進事例の共有。
国・自治体・事業者による情報発信。

地域課題の現状把握から地域の特
性を踏まえたビジョンの作成をサ
ポート。

先進事例の
共有・宣伝

先進事例の
共有・宣伝

フォーラム
契機に取組開始

フォーラム
契機に取組開始

実証事業化

〈地域の資源循環促進支援事業〉

自治体と事業者を結び、資源と
経済の循環に向けた事業の自走
を支援。

R7からの
継続支援

中核人材育成

独自の教材を用いた資源循環の取組を牽引するプレーヤーの育成プログラム。

〈地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業〉

重点分野の再資源化困難物
複合系・土石系・化石系・バイオマス系

回収 選別 再商品化排出

同じ地域に再生材として供給

資源化にあたり
各行程かかる
実証、調査、設
備導入を支援

【令和８年度予算（案） 104百万円（99百万円） 】

【令和７年度補正予算額 1,164百万円】

お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域共生型廃棄物発電等導入促進事業

（1）熱回収事業 補助率1／3（上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円）
燃料製造事業 補助率1／3（上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円）

（2）補助率 1／3（上限100万円）、1／10

（1）地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業
再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災

害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援し、創出
したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災
力の向上を目指す。
本事業では、地域貢献等の要件を満たす事業の廃熱を高効率で熱回収する設備

（熱や電気等を施設外でも利用すること）及び廃棄物から燃料を製造する設備（燃
料が地域内産業で使用されること）の費用の一部を補助する。
※設備補助は高効率や高度化事業に資する改修・更新の場合も対象。

（2）PCBを含有した変圧器等の高効率化によるCO2削減推進事業
高効率変圧器等の導入によるエネルギー起源CO2の排出削減、交換により発生する

PCB廃棄物の早期処理による災害時の環境汚染リスク低減等の政策目的の同時
達成を図るため、変圧器等のPCB含有の有無の調査及びPCBを含有した変圧器等の
高効率製品への交換（リースによる導入も対象）に要する費用の一部を補助する。

• 再生利用が困難な廃棄物について、廃棄物発電や廃棄物由来の燃料製造等によりエネルギーを創出・利活用する事業を推進する。
• PCBを含有した変圧器等を高効率製品に交換にすることによるCO2削減推進、脱炭素化を推進する。

環境省環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：03-6205-4903 廃棄物規制担当参事官室 電話：03-6457-9096

民間事業者・団体
（1）令和7年度～令和11年度、（2）令和7年度～令和8年度

【令和8年度要求額 1,696百万円 (1,696百万円)】

地域の廃棄物を地域エネルギーとして利活用することで、地域の脱炭素化及び地域貢献を推進します。

事業イメージ

補助対象
（間接補助）

地域・くらしの

再生利用が困難な廃棄物によるエネルギー創出
PCBに汚染された変圧器等を高効率製品へ交換

ＰＣＢの早期
処理と省CO2化

非化石電源等による
地域エネルギー供給

資源循環
＋

脱炭素

環境汚染
リスク低減

廃棄物受入（災害
時含む）＋地域エ

ネルギー供給

安全・安心 防災力向上

資源循環の促進



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

4. 

食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環、リユースの促進等による循環型社会の
実現に向けた支援を行います。

事業イメージ
①リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業

・各種リサイクル制度の特徴を生かした取組及びリサイクルプロセスの横断的高度化・効率化

②プラスチック資源循環等推進事業

・再生プラスチックの動静脈連携事業

・プラスチック資源循環の促進に係る先進的社会実装支援事業

・プラスチック資源循環に係る調査及びプラスチック資源循環法等の課題検討

・容器包装リサイクル推進事業

③食品ロス削減及び食品廃棄物等の３R推進事業費

・地域力を活かした食品ロス削減等の対策強化、消費者等の行動変容の促進

・食品リサイクル法に基づく安全・安心な３Rの推進

④使用済み製品等のリユース及びサステナブル・ファッション促進事業

・リユース品の利用促進のための自治体や事業者等によるモデル事業の実施

・自治体及び事業者の連携方策を始めとしたリユース促進方策の検討

・循環型ファッションの推進方策に関する調査検討

①各種リサイクル制度の特性を活かしつつ、「都市鉱山」等の我が国の未利用資源の有効活用の最大化と施策展開の効率化を図る。

②プラスチックの資源循環を総合的に推進する。

③食品廃棄物等の発生抑制と食品循環資源の再生利用等の地域実装を支援する。

④循環型ファッションや廃棄前段階において消費者が利用しやすくなるようなリユース等の取組の促進を図る。

【令和８年度予算（案） 976百万円（862百万円）】

【令和７年度補正予算額 526百万円】

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話： 03-6205-4947 容器包装・プラスチック資源循環室 電話：03-5501-3153

リユースの促進、食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環等による
循環型社会の実現に向けた支援

■事業形態 請負事業
■請負先 民間事業者・団体
■実施期間 平成13年度～

天然資源 効率的生産

効率的利用

回収・
リサイクル

廃棄

・環境配慮設計
・再生材の利用
・リデュース

・リユース、シェア、
サービス化など、
高い利便性と効率化
の両立

・回収の拡大
・再生材の供給増、
レアメタルの確保

・技術革新、品質向上

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

請負事業、間接補助事業、委託事業

調査・実証事業
【脱炭素型循環経済システム構築促進事業】

SAFやBDFといったバイオ燃料について、省CO2型生産インフラの技術実証を強力に支援

原料回収に係る促進事業
【地域の資源循環促進支援事業】

地域の廃棄物の資源化を目的とした循環型ビジネスモデル構築実証事業等を実施。
【地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業】

SAF原料等のバイオマス系も含めた地域で未利用資源廃棄物について、技術導入や再資源
化に係る技術面での実施可能性や事業性の調査分析、試行的な販売実証等を支援

燃料化に係る実証事業
【地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業】

バイオマス系廃棄物も含めた地域の未利用資源廃棄物について、再生材を地域内に一定量
供給する重点分野の取組に対し、技術実証や選別・再資源化設備等の導入を支援。

近年、ネット・ゼロの実現に資するバイオ燃料のニーズが航空業界等で高まっているが、国内の供給力は十分ではなく、

その原料となりえるバイオマス廃棄物等も十分に回収・利用されていない。廃棄物由来のバイオ燃料を促進するため、

原料回収や技術面における課題解消のための実証事業や事業支援を実施。

SAF（持続可能な航空燃料）をはじめとしたバイオ燃料を促進するため、原料回収等の総合的な対策を実施します

民間事業者・団体、大学、研究機関等

令和5年度～
環境省 環境再生・資源循環局 総務課循環型社会推進室 電話：03-5521-8336、 資源循環課 電話03-6205-4903

廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273

SAFの供給拡大に向けた資源循環の促進

事業イメージ

■請負先

家
庭
系

例：廃食用油の場合
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自治体回収※

拠点回収

回収BOX（出典：佐賀市）

事業者回収
排水油分回収

排水捕集設備からの油分回収

SAF等のバイオ燃料

事
業
系

国内バイオ燃料製造事業
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【令和８年度予算（案） 3,707百万円の内数（4,099百万円の内数） 】

【令和７年度補正予算額 1,164百万円の内数】



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

国際資源循環促進事業

事業イメージ

１・２：請負事業 ３：請負事業及び拠出金

1. 我が国の循環産業の国際展開・循環インフラ輸出の促進（当初）

ASEAN等インド太平洋地域の途上国に対し、我が国の優れた廃棄物処理・リサイクル等に係る制度・技

術・経験をベースに、制度・技術・人材育成等をパッケージで支援し、適切な廃棄物管理や循環インフラ整

備につなげ、我が国循環産業の国際展開を推進する。

2. 国際金属資源循環の促進（当初）

ASEAN等において、重要鉱物等の金属資源を含む廃電子基板や廃蓄電池等を回収・処理し、国内の環境

上・技術上優位性のある精錬施設等でリサイクルし、バリューチェーンで再利用する国際金属資源循環を構

築するため、対象国においてE-waste等の回収・リサイクルに関する制度構築・能力開発及び日本企業との

協働促進等を行う。

3. 国際循環政策に係る合意形成を通じた国際資源循環・廃棄物管理の推進及び我が国循環政策の強化（当初）

G7、G20、OECD等において、国際的な循環政策に関する交渉や合意形成、ルールメイキングをリードし、

我が国の知見の共有及び国益を確保する。また我が国が主導する国際的なプラットフォームを活用し、循環

産業の国際展開・インフラ輸出につなげる。

4. ASEANにおける廃自動車・EVバッテリーからの金属資源回収実態調査事業（補正）

経済安全保障に重要な、廃自動車・EVバッテリーからの金属資源回収による資源確保に向けて、東アジア・

アセアン経済研究センター(ERIA)を通じて実態調査等を実施する。

不適切な廃棄物処理が課題となっているASEAN等途上国において、当該国における適正な廃棄物管理の強化のための制度・技術・

人材育成・プロジェクト形成等の協力により、我が国循環産業の国際展開・循環インフラ輸出を推進する。加えて、ASEAN等におけ

るE-waste等の適正処理・リサイクルの協力を通じ、国際金属資源循環を構築し、国際的な循環経済移行を促進する。

循環産業の国際展開や国際資源循環等の推進により、循環経済移行を促進します

【令和８年度予算（案） 629百万円（629百万円）】
【令和７年度補正予算額 100百万円】

民間事業者・団体／国際機関等

平成21年度～

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 電話：03-5521-8336

■請負先／拠出先

日本
（環境省）

途上国
（ASEAN等）

資源循環に関する国際的な合意形成の場
（G7、G20、OECD等）

インフラ国際展開

産業競争力強化

金属国際資源循環の構築

経済安全保障

後押し

１

２

３

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

請負事業、間接補助事業

リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等を推進するため、ボトルネックとなってい
る分別回収や再資源化における課題解消のための事業を実施する。

①リチウムイオン電池等処理困難物適正処理及び再資源化促進に向けた検討業務
国、都道府県、市町村等が連携した広域収集体制構築や安全な回収方法等に関する検討、幅広

い世代・ライフスタイルの国民への普及啓発、廃棄物処理施設等における火災防止等設備導入促
進事業を実施

②資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業
資源循環産業の大規模集約化を通じた再生材サプライチェーン強靭化に向けた新たな施策のあ

り方の検討や循環経済関連ビジネスの市場拡大に向けた調査等を実施

③地域の資源循環促進支援事業
全国７地域で開催する「資源循環自治体フォーラム」等を通じて、国・自治体・企業・スター

トアップ等の関係主体が連携・交流する機会を創出し、普及啓発や資源循環のビジネス創出支援
を実施

④プラスチック資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業
有用金属を含むリチウム蓄電池等の再資源化設備等の導入支援を実施

⑤脱炭素型循環経済システム構築促進事業
リチウム蓄電池の再資源化技術開発の実証事業を実施

近年、廃棄物処理施設等でリチウムイオン電池等に起因する火災事故等が頻繁に発生（令和５年度：21,751件）。こ

うした中、関係省庁で取りまとめた「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」に基づき、リチウムイオン電池等の分

別回収・再資源化等を推進することにより適正な処理ルートへの排出を促進し、火災事故防止と資源循環の両立する総

合的な対策を実施する。

リチウムイオン電池等の廃棄時の火災事故を防止するため、分別回収・再資源化等の総合的な対策を実施します

【令和８年度予算（案） 1,207百万円の内数（182百万円の内数）】

【令和７年度補正予算額 2,021百万円 】

民間事業者・団体等

令和５年度～
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273 、資源循環課 電話：03-6206-1874

資源循環課資源循環ビジネス推進室 電話03-5501-3153、03-6205-4946

リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等総合対策

事業イメージ

■請負先



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

産業廃棄物等処理対策等推進費

事業イメージ

請負事業

廃棄物をめぐる周辺状況や社会の考え方は変化し続けており、廃棄物の質や量、

排出や処理の状況、処理技術等の進歩に対応した基準等を設定することが求めら

れる。また、POPs廃棄物については、国際的な化学物質管理が必要である。

① 廃棄物処分基準等設定費

産業廃棄物の適正処理に関する調査、POPs廃棄物の適正処理に関する調

査、感染性廃棄物等の適正処理体制の構築、石綿廃棄物等の適正処理、

不適正ヤードへの規制強化に向けた制度構築

② 産業廃棄物等処理対策推進事業

産業廃棄物の処理状況調査、現地調査、再生利用推進対策、規制合理化

に向けた調査の検討

③ 石綿含有廃棄物無害化処理技術認定事業

認定事業の推進による石綿含有廃棄物等の適正かつ円滑な処理

① 産業廃棄物や残留性有機汚染物質（POPs）廃棄物の適正処理に関する調査、感染性廃棄物や石綿廃棄物等の適正処

理の推進、不適正ヤードへの規制強化に向けた制度構築

② 産業廃棄物の排出や処理状況の調査、有害物質等の検定方法の検討、合理的な規制のあり方の検討

③ 石綿含有廃棄物の無害化処理技術認定事業の推進

産業廃棄物の適正かつ効率的な処理を促進するための調査・検討及び基準設定等を行う。

【令和８年度予算（案） 179百万円（179百万円）】

実態調査や各委員会等での議論を踏まえ、規制基準の

新設及び改正を検討し、実情に即した制度構築を図る。

また、調査結果等を事業関係者を含めた国民へ情報提

供することで、廃棄物処理に係る実態を周知し、地域住

民の不安払拭や事業者の遵法意識の向上につなげる。

民間事業者等

平成２年度～

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室 03-6206-1767

■請負先

実態調査・各委員会等の議論

規制基準の
新設・改正

国民への情報提供

実情に即した
制度構築

地域住民の不安払拭
事業者の規制遵守

【令和７年度補正予算 97百万円）】



 



 

 

 

 

 

 

＜基調講演２＞ 

 
「成長戦略としての資源循環経済の確立に向けた 

経済産業省の取組について」 
 
 
 

経済産業省 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 

環境・資源循環経済課長 緒方孝範 





成長戦略としての資源循環経済の

確立に向けた経済産業省の取組について

令和８年2月

九州経済産業局 資源エネルギー環境部

環境・資源循環経済課

1

サーキュラーエコノミー推進に必要な施策

産官学の連携

投資支援
（ＧＸ予算等）

ルール整備
（改正資源法）

担い手の発掘や横での連携を推進

産官学連携の推進によるＣＥの担い手のネット
ワーキング、具体的なプロジェクト組成

３Ｒ（リサイクル、リデュース、リユース）に
ついて、持続的なビジネスとして確立

ＧＸ予算を活用、大規模・長期の支援を実施

再生材やＣＥコマース等の資源循環に資する、
（法改正を含む）幅広いルール整備

ビジネス化の進展と新たな市場の創出

投資支援とルール整備を一体的に措置



サーキュラーエコノミーに野心的・先駆的に取り組む、国、自治体、大学、企業、業界
団体、関係機関・関係団体等の関係主体における有機的な連携を促進。
我が国全体のサーキュラーエコノミーのビジョンやロードマップに加えて、情報流通基盤や
地域における循環モデルの構築についても議論を実施。
資源循環に係る取組において、経済合理性や技術的課題の明確化等のための実証や
設備投資についての支援を実施（補助2/3,1/2,1/3）。

産官学の連携（サーキュラーパートナーズ（CPs））

会員数：811者

企業 ：659社

業界団体 ：38団体 自治体

大学・研究機
関

関係機関・関
係団体

：32自治体

：28機関 ：54機関

（大企業：236社、中小企業：423社（うち、小規模企業：123社））

（1月16日時点）

https://www.cps.go.jp/

公式サイト

2

本事業は、資源循環に係る技術開発、実証及び商用化に係る建設費、設計費、
設備費、工事費等（以下「設備投資等」という。）に対して補助を実施。

再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化

に係る設備投資等を支援する。

長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、

実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。

リユース、リファービッシュ等のＣＥコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に

係る設備投資等を支援する。

１

２

３ 3

産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業



申請要件
• サーキュラーパートナーズ（CPs）の会員であること
• 事業は資源循環に関する以下の目標①～③のいずれかを満たす

①：再生材利用の促進
本事業で生産が見込まれる製品において製品中の再生材の含有率が10％以上であること

②：環境配慮設計によるものづくりの促進
事業終了後２年以内に環境配慮設計の製品を市場投入すること

③：CEコマース市場の拡大
仕入れた廃棄物の50％以上を、リユース/リファービッシュ/リパーパス等によって製品
として再利用可能とすること

補助率および補助金額
• 補助率：中小企業等１／２以内、大企業等１／３以内
• 補助金額：１件あたりの上限なし

4

産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業

本事業は、資源循環に係る技術開発、実証及び商用化に係る建設費、設計費、
設備費、工事費等（以下「設備投資等」という。）に対して補助を実施。

資源有効利用促進法（資源法）改正のポイント
① 再生資源の利用計画策定・定期報告
• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事業者等

に対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求める。

② 環境配慮設計の促進
• 資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計（解体・分別しやすい
設計、長寿命化につながる設計）の認定制度を創設。

• 認定製品はその旨の表示、リサイクル設備投資への金融支援など、認定事業者に対する特例
を措置。

③ ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進
• 高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカー等に対し廃棄物処理法の特例（適正処理の遵

守を前提として業許可不要）を講じ、回収・再資源化のインセンティブを付与。

④ ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進
• シェアリング等のＣＥコマース事業者の類型を新たに位置づけ。
• 当該事業者に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定。

5

ルール整備

現在の資源循環に係る政策体系は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)を前提とし
ており、特に静脈産業に焦点を当てた政策が中心であることから、「動静脈連
携」を基本とするCE型に政策体系を刷新することが必須。



6

サーキュラーエコノミーに関する発信・取組

経済産業省のホームページにおいて、サーキュラーエコノミーに繋がる行動を

解説したウェブサイトを公開中。



 

 

 

 

 

 

＜基調講演３＞ 

 
「経済と環境を両立させる新しい経済振興 

 ～沖縄サーキュラーエコノミー推進政策～」 
 
 

内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部 

環境資源課長 砂川和司 



 

























 


